
《勤務条件等》 

① 執務時間 

○午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（1 週 38 時間 45 分） 

○執務時間の特例（所属機関ごとに別に定める） 

 ※出勤時及び退庁時にタイムカードに記録する 

○採用 6 ヶ月後から日直勤務従事（保育所および診療所勤務の者を除く） 

 ※本庁・各支所：原則として居住地により配置 

② 休  日 

○日曜日及び土曜日 

○国民の祝日に関する法律に規定する休日 

○12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの日 

※ ただし、勤務場所（配属先）によって異なることがあります。 

③ 休  暇 

○年次有給休暇：年間 20 日（暦年） 

採用年度は 4 月からのため 15 日（9／12 月） 

※１日または 15 分単位での取得可能 

○病 気 休 暇：負傷又は疾病のため 90 日を超えない範囲 

○特 別 休 暇：産前産後・親族の死亡・結婚・出産 ほか 

○介 護 休 暇：配偶者、父母、子の介護をするため（無給） 

④ 給 与 等 

○給与は町職員であった際の等級及び号給を基本に、離職後

の経歴等を考慮して決定する。 

 ※ただし、在職期間の末日における職務の級が４級以上で 

あった再採用者については、原則として４級とする。 

○支給日：毎月 20 日  ※休日等の場合は前日 

○賞与（期末・勤勉手当）：6 月、12 月 

○手当 

扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務

手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当 ほか 

 


